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　国民健康保険や被用者保険の加入者の方が支払う保険料に、後期高齢者医療制度への支援金が含
まれています。
　神奈川県では、約4,654億円を支援金として現役世代が負担しています。（令和６年度決算額）

12,132億円12,132億円

1,325,258人1,325,258人

1,088,568人1,088,568人

915,408円915,408円9,458億円9,458億円9,458億円

868,840円868,840円868,840円

5 6 65

1,050,000

11,000

11,500

1,300,000

1,350,000

12,000

12,5001,075,000

現役世代の人数の減少を考慮して、2年に1回見直しをしています。
平成20・21年度（制度開始当初）10％➡令和8・9年度13.27％

（令和６年度）
約14％ 38

今後、被保険者の増加傾向は続き、後期高齢者の医療費は一層増加していく見込みです。
後期高齢者の医療費が増えれば、それに比例して後期高齢者の方が支払う保険料も、現役世代の負担も増えていきます。
また、現役世代の人数は減っていく見込みですので、現役世代一人当たりの負担は更に増えていくことになります。
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●資格確認書等の発行 ●資格確認書等の引き渡し

　全国共通の制度ですが、運営は都道府県単位で行っています。神奈川県では、すべての市町
村が加入する特別地方公共団体『神奈川県後期高齢者医療広域連合』（以下、「広域連合」と記
します。）が主体となり、市町村と連携しながら制度を運営しています。
　これは、神奈川県内の市町村が一体となって医療費にかかる保険財政の安定化を図り、地域
に根ざした運営を行うことを目的としています。

●障害基礎年金1級～２級の国民年金証書をお持ちの方
●身体障害者手帳1級～3級の方、または4級をお持ちで次のいずれかに該当する方
●下肢障害1号（両下肢のすべての指を欠くもの） ●下肢障害3号（一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの）
●下肢障害4号(一下肢の機能の著しい障害） 　　●音声機能または言語機能の著しい障害　

●精神障害者保健福祉手帳1級～2級をお持ちの方
●療育手帳A1～A2をお持ちの方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　加入を希望される場合は、国民年金証書、各種障害者手帳（身体､精神､療育）、または、診断書
など障がいの程度が分かるものをお持ちいただき、市区町村の窓口にて手続きを行ってください。
なお、お持ちいただいた診断書などの内容によっては、加入の認定にある程度の期間を要するこ
とがありますので、届け出の前に市区町村の窓口にご相談ください。
　加入されるにあたり、加入していた国民健康保険や被用者保険との違い（自己負担割合・保険料・
高額療養費など）を確認し、手続きを行ってください。

　神奈川県の後期高齢者医療制度に加入している方が、県外に所在する医療機関への入院または施設（特別養護
老人ホーム、有料老人ホーム等）への入居などにより、住所を変更した場合には、住所地特例制度に該当し、引
き続き神奈川県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
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①マイナ保険証で受診する

医療機関等にかかるとき医療機関等にかかるとき

スマートフォンをお持ちの方は、以下の二次元バーコードからマイナポータルにログインすることで、マイナ保険証の利用ができない医療機関等で受診するとき

どちらかをご提示ください

＋
＋

マイナポータルの画面資格情報のお知らせ
＊マイナポータルからダウン
　ロードしたPDFファイルも可

＊「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの画面」のみでは
　医療機関等を受診できません！

マイナ保険証をお持ちの方が、自分の資格情報を確認するには

切り離して
携帯できます

　資格確認書をお持ちでない方には、ご自身の被保険者資格（被保
険者番号、保険者名、氏名、負担割合等）を簡単に把握することがで
きるA４サイズの「資格情報のお知らせ」（令和８年８月から交付予定）
を送付します。
＊マイナポータルの画面からも資格情報を確認することができます。

　医療機関や薬局の受付で、マイナ保険証（マイナンバーカードの健康保険証利用）または、
資格確認書の提示により資格情報の確認を受けてください。

全て同意する

個別に同意する

過去の医療情報等の提
供に同意しますか。
【手術 /診療、お薬 /
健診】

同意方法の確認

マイナンバーカードをカードリーダーに
置いてください。

診察室等での診療・服薬・健康情報の利用に
ついて確認してください。

顔認証または4桁の暗証番号を入力
してください。

＊カードリーダーの種類により、表示画面が異なります。

このカードは必要に応じ、マイナ保険証とあわせて
保険医療機関等にご提示ください。
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■大きさ
ハガキより、やや小さいサイズです。
＊カードよりも見やすいことなどから、この大きさにしています。
■有効期限
令和９年７月31日です。
＊有効期限内でも自己負担割合など、記載内容に変更がある場合に
は新しい資格確認書を交付します。 変更前の資格確認書（交付年
月日が古いもの）は返却してください。
　なお、変更前のものを使用されたときは、後日、精算手続きが必
要となる場合がありますのでご注意ください。

●資格確認書見本　資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、マ
イナ保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
　なお、令和８年７月31日までの間は、マイナ保険証をお
持ちの方にも、資格確認書を交付します。

有 効 期 限 令和〇年〇月〇〇日
交付年月日 令和〇年〇月〇〇日

神奈川県後期高齢者医療広域連合
保険者番号
並びに保険
者の名称及
び印

被保険者番号

住所

氏名 後期　太郎 性別
男

被
保
険
者
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日

00000000

資格取得年月日

負担割合
発効期日

限度区分
発効期日

令和〇〇年〇月〇日

〇割
令和〇年〇月〇日

特定疾病区分
発効期日

長期入院該当日

後期高齢者医療資格確認書

〇〇市〇〇区〇〇町〇〇番地

3 9 1 4 〇 〇 〇 〇

②資格確認書で受診する

●被保険者番号の分かるもの（資格確認書､資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照)
●成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し

申請に必要なもの

①所得区分（限度区分の欄に記載されます）
②特定疾病区分

　情報提供に同意をすることで支払いを限度額までにすること
ができますが、医療機関等で区分の提示を求められた場合は、
申請をしてください。
＊所得区分については14ページ、特定疾病区分については21ページ
　をご覧ください。

●申請により、次の項目を資格確認書に記載できます

資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について（令和８年８月１日以降の取扱い）資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について（令和８年８月１日以降の取扱い）
　年齢やマイナ保険証の保有状況等により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認
書」を交付します。
　75歳到達、転入、転居、割合変更など、資格情報に変更があるタイミングで判定さ
れます。
　令和９年７月31日までの資格確認書をすでにお持ちの方は、変更があっても、
有効期限までの間は、資格確認書が交付されます。

資格確認書

85歳以上

マイナ保険証を持っているか
は　

い
い
い
え

い
い
え

は
い

資格情報のお知らせ
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■臓器提供に関する意思表示欄について
　臓器の移植に関する法律により、マイナンバーカードの表面下部および資格確認書の裏面に臓器提供に関す
る意思表示欄が設けられています。意思表示の記入は任意であり、義務付けられているものではありません。
　また、記入の有無によりマイナ保険証・資格確認書の効力および診療などの内容が変わることはありません。
　臓器移植に関するご質問は、（公社）日本臓器移植ネットワーク（0120-78-1069）にお問い合わせください。

初めてマイナンバーカードで受診する場合は、
マイナンバーカードの取得と保険証利用の登録が必要です。

マイナンバーカードの
申請方法はこちら

https://www.kojinbango-
card.go.jp/apprec/

個人番号
カード

○年○月○日まで有効

証明書

●マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
●ご自身だけではマイナ保険証での受付が困難な方（家族等の付き添いが必要な場合など）

●次の要件に該当する方は、申請により資格確認書を交付します

マイナ保険証に関連する手続きについてマイナ保険証に関連する手続きについて

●被保険者番号の分かるもの（資格確認書､資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照)
●成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し

申請に必要なもの

　マイナ保険証のご利用を希望されない方は、申請により保険証利用登録を解除することができます。
解除した方には、資格確認書を交付します。
　すでに有効な資格確認書をお持ちの場合は、交付しません。

●マイナ保険証の利用登録は解除できます

(1)マイナ保険証で受診を希望する場合

(2)マイナ保険証をお持ちの方で、資格確認書が必要な場合

マイナ保険証で受診するメリット

●あなたの医療保険への加入状況を“その場”で“正しく”確認できます。
●過去に処方されたお薬や特定健診などの情報※1が医師・薬剤師に共有され、正確なデータ
に基づく最適な医療が受けられるようになります。
●救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。

●データに基づく最適な医療が受けられる

●各種手続きも便利・簡単に！
●医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータルで医療費通知情報※2を管理できるので、
e-Taxに連携することで、確定申告が簡単になります。

※１ 薬剤情報(令和3年9月以降診療分)や特定健診情報(令和2年度以降実施分)は、患者様の同意を得たうえで医療機
関・薬局が閲覧することができ、5年間分を保存します。

※２ 医療費通知情報は、令和3年9月以降診療分の情報を表示し、5年間分を保存します。
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令和8･9年度の保険料率（均等割額、所得割率）

＊年度の途中で新たに被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となり、その月から月割りで計算します。
　また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料を計算し、翌月以降に変更の通知を送付します。
＊保険料額決定後、前年所得の更正等があったときは再計算します。
＊決定された保険料額の通知（保険料額決定通知書）を、市区町村が納入通知書とともに送付します。また、保険料額に
　変更があったときも、変更の通知を送付します。

　令和８年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして子ども・子育
て支援金制度が開始され、従来の保険料（医療分）に、子ども分が追加されます。

年間保険料額
（10円未満切捨て）
（限度額85万円）

均等割額
５２，５３１円

所得割額
保険料計算のもととなる
所得※ ×１０．３０％

＝医療分 ＋

年間保険料額
（10円未満切捨て）
（限度額2万1千円）

均等割額
１，３３０円

所得割額
保険料計算のもととなる
所得※　×０．２５％

＝子ども分　　　 ＋

※保険料計算のもととなる所得（賦課のもととなる所得金額）は、前年の総所得金額、株式・土地建物等の長期（短期）譲渡所得
　金額などの合計から、地方税法に定める基礎控除43万円を控除した額です。
  （前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。）

（医療分２０３，９４０円、子ども分５,０００円）

公的年金収入３００万円－公的年金等控除１１０万円－基礎控除４３万円＝１４７万円（保険料計算のもととなる所得）①
医療分　　均等割額５２，５３１円＋所得割額１５１，４１０円（①×１０．３０%）＝２０３，９４０円（１０円未満切捨て）
子ども分　均等割額　１，３３０円＋所得割額　　３，６７５円（①×　０．２５%）＝　　５，０００円（１０円未満切捨て）

保険料計算の例

※１　医療分と子ども分の年間保険料額は、均等割額と所得割額の合計額の１０円未満を切り捨てます。
※２　子ども分の令和９年度保険料率は、令和８年度中に算定します。

　医療分の保険料率は、医療給付費等の費用と国・県・市町村負担金、他の医療保険から
の支援金（０～74歳の方の保険料）や皆様からの保険料などの収入を見込んで算定します。
　子ども分の保険料率は、国から示された算定方法に基づき、子ども・子育て支援納付金
額を算定し、その納付金額をもとに算定します。　　

項目 期間 令和８・９年度（A） 令和６・７年度（B） (A)－（B）

医療分
52,531円均等割額（年額） 45,900円 6,631円
10.30％所得割率 10.08％ 0.22ポイント

項目 期間 令和８年度（A） 令和６・７年度（B） (A)－（B）

子ども分
1,330円均等割額（年額） － －
0.25％所得割率 － －

※1

※1

※2

公的年金収入300万円で他に収入のない方の場合

保険料額　２０８，９４０円
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①年額18万円以上の年金※を受給している方
②介護保険料を特別徴収により納めている方
③同一月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係る後期高齢者医療保険料と介護保
　険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金※1回当たりの受給額の2分の1以下の方

＊

＊75歳になられたとき、転入されたときなどは、特別徴収の開始まで時間がかかるため、それまでの間は普
　通徴収となります。

＊7月から3月まで毎月（原則9回）の分割納付となります。
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　所得の申告をされていない方は、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できま
せん。所得がない場合でも個人住民税などの申告をお願いします。

　同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等の合計が次の表の基準に該当
する場合、均等割額(医療分52,531円／子ども分1,330円)を軽減します。

※１　医療分と子ども分の年間保険料額は、均等割額と所得割額の合計額の10円未満を切り捨てます。
※２　公的年金または給与所得者の合計数とは、次の（１）～（３）のいずれかに該当する方の合計人数です。
（１）給与等の収入金額が55万円を超える方
（２）65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
（３）65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
※３　７割軽減対象者の医療分の軽減割合は、令和８・９年度のみ7.2割軽減となります。　

●軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度の途中で新たに被保険者となったときは、被保険
者となった日が基準日となります。
●世帯主が被保険者でない場合でも、均等割額の軽減判定に用いる所得に世帯主の所得を含み
ます。
●均等割額の軽減判定に用いる所得は、所得割額の算定に用いる「保険料計算のもととなる所
得（賦課のもととなる所得金額）」とは扱いが異なります。

●65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特
別控除額15万円を控除した金額で判定します。
●土地、建物等の分離課税分の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
●専従者控除（給与）額は、事業主として専従者給与を支払った事業主の所得に含まれ、専従
者給与を受け取った方の所得には含まずに判定します。

■43万円＋10万円×
　（公的年金または給与所得者の
　合計数※2－１）以下

■43万円＋31万円×
　被保険者数＋10万円×
　（公的年金または給与所得者の
　合計数※2－１）以下

■43万円＋57万円×
　被保険者数＋10万円×
　（公的年金または給与所得者の
　合計数※2－１）以下

世帯の総所得金額等の基準
（令和８年度）

軽減割合
医療分 子ども分 医療分 子ども分

軽減額 軽減後の均等割額

7割 37,823円 931円 14,708円 399円

5割 26,266円 665円 26,265円 665円

2割 10,507円 266円 42,024円 1,064円

※1

※3 ※3
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　保険料を納期限までに納めないと、市区町村より督促状を送付します。さらに滞納が続く
と、電話や文書等による催告や財産の差し押さえ等を行う場合もあります。また、納期限ま
でに納付した方との公平性の確保等のため、延滞金を徴収しています。

※均等割額の軽減（所得に応じた軽減）が７割に該当する方は、7割軽減（令和8・9年度のみ医療分は7.2割軽減）
　となります。
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　医療機関等にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割・2割・3割のいずれかです。自
己負担割合は、毎年8月1日に世帯内の被保険者※1のその年度の住民税の課税所得※2や年金収
入※3をもとに、世帯単位で判定します（4～7月においては、前年度の住民税の課税所得等に
よって判定しています）。また、有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正等により、自己
負担割合が変わることがあります。

＊住民税非課税世帯の方は１割負担です。

医療機関等にかかるときの自己負担割合医療機関等にかかるときの自己負担割合

あなたや同じ世帯にいる被保険者※1のうち令和８年度住民税の課税所得※2
※5※6

※4※4
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●判定は令和7年1～12月の収入金額で行います（令和8年4～7月は令和6年1～12月の収入
金額で判定します)。
●収入金額とは、地方税の算定に係る収入金額のことで、各種控除や必要経費を差し引く前
の金額のことです。所得金額ではありません。
　詳しくは、27ページのQ8をご覧ください。

65 歳～ 74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●令和 8年度の住民税の課税所得は令和 7年中の所得から算出します。
　（令和 8年 4～ 7月の判定に用いる令和 7年度の課税所得は、令和 6年中の所得から算出します。）
●住民税の課税所得とは、収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費などを差し引いて求めた総
所得金額等から、各種所得控除を差し引いて算出されます。毎年６月頃通知される住民税の通知には、「課
税される所得金額」や「課税標準額」と表示されている場合があります。
●過去に遡って住民税の所得更正（修正）があり、自己負担割合が増加した場合（例：1割から3割、2割から3割）
　には、自己負担割合の差額（例：1 割から 3 割の場合は 2 割分、2 割から 3 割の場合は 1 割分）を広域連
　合から請求させていただきます。
「年金収入」とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。なお、銀行口
座に振り込まれる年金の金額は、一般的には保険料等を差し引いた後の金額であるため、年金収入と異なりま
す。
「その他の合計所得金額」とは、所得税や住民税の対象となる10種類の各種所得のうち、公的年金等の収入金
額以外の収入金額から、必要経費等を差し引いた後の所得金額（給与所得がある場合は、給与所得控除後さら
に10万円を控除した額）を合計したものです。合計したものがマイナスの場合は、０円となります。
前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未
満の世帯員がいる場合、[33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数]が調整控除額とし
て適用されます。
この判定に加え、昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人および被保険者である世帯員の旧ただし
書き所得（前年の総所得金額等から43万円を控除した額）の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割
負担になります。

※１
※２

    
※３

※４

※５

※６

　左記の判定で３割となった場合でも、次の条件を満たすことが市区町村で確認できた方につ
いては、申請によらず１割または２割負担とします。条件を満たすと思われる方で、収入金額
の確認ができない方については、市区町村より申請書を送付いたしますので、該当する場合は
申請いただき、認定されると、申請日の翌月より１割または２割負担に変更となります。
　詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。

あなたと、他の被保険者の令和7年中の収入金額の合計額は520万円未満かあなたの令和7年中の収入金額は383万円未満か

収入金額とは

収
入
金
額
で
判
定

あなたと、同じ世帯の70歳～74歳の方の令和7年中
の収入金額の合計額は520万円未満か

3割負担から1割または2割負担に変更となる場合があります（基準収入額適用申請）
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　被保険者証の発行終了に併せて、各認定証の交付ができなくなりました。次のいずれかの受診方法に
より保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。

　医療機関等の受付時に情報提供に同意すると窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担限度額ま
でとなります。

マイナ保険証で受診する場合

　医療機関等の受付時に情報提供に同意をすることで窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担限
度額までとなります。しかし、一部の医療機関等において、所得区分の提示を求められる場合が
あるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市区町村窓口へ申請をしてくださ
い（詳しくは6ページをご覧ください）。

資格確認書で受診する場合

　所得区分とは次のとおり区分され、月の自己負担限度額および食事代などの負担額に違いが
あります（月の自己負担限度額については15ページ、食事代などの負担額については20ページを
ご覧ください）。

＊令和８年４月１日時点のものです。

●住民税課税所得が690万円以上の被保険者本人
　および同一世帯に属する被保険者

●住民税課税所得が380万円以上の被保険者本人
　および同一世帯に属する被保険者

●住民税課税所得が145万円以上の被保険者本人
　および同一世帯に属する被保険者

●自己負担割合が2割の方

●現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方

●世帯の全員が住民税非課税で、区分Ⅰ以外の方

●世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得（年金の所
　得は控除額を80.67万円として計算。給与所得がある場合は、
　給与所得控除後さらに10万円を控除）が０円となる方
●世帯の全員が住民税非課税であり、かつ、本人が老齢福祉
　年金を受給している被保険者（区分Ⅰ老齢福祉年金受給者）
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●被保険者番号の分かるもの（資格確認書、資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照）
●振込先が確認できるもの（預金通帳等）　
●被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん※（朱肉を使用するもの）
●成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
※被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん

＊高額療養費の受付の一部は民間企業の事務センターに委託しているため、申請書の返送先が神奈川県外となる場合があります。
＊申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。

2割

1割

57,600円  〔44,400円〕※b

24,600円
18,000円
18,000円

8,000円
15,000円

3割 167,400円+1%（注2）  〔93,000円〕※b

80,100円+1%（注3）  〔44,400円〕※b

　1カ月（同じ月内）の医療費の一部負担金（自己負担額）が高額になったとき、自己負担限度額を超
えた分を月間の高額療養費として払い戻します。
　区分Ⅰ・Ⅱ、一般Ⅰ・Ⅱの方については、個人単位の限度額を適用後に世帯単位の限度額（同じ世帯
で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ）を適用します。
　通常の場合、給付の対象となった診療月の3～5カ月後に申請のご案内と申請書をお送りしますので、
案内に沿って申請をしてください。申請をしてから2～4カ月後に、指定の口座に振り込みます。
　一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3～5カ月後に自動的に指定の口座に振り込みます
（振込先の口座を変更するときは、市区町村の窓口に再度申請が必要です）。　

252,600円+1%（注1）  〔140,100円〕※b

（注１）「１％」は、総医療費が842,000円を超えた場合の超過額の１％に当たる額。
（注２）「１％」は、総医療費が558,000円を超えた場合の超過額の１％に当たる額。
（注３）「１％」は、総医療費が267,000円を超えた場合の超過額の１％に当たる額。

■月間の自己負担限度額

※a　所得区分は、14ページをご覧ください。
※b　〔　〕内の金額は、過去 12 カ月間に「外来 +

入院（世帯単位）」の限度額による高額療養費
の支給が 3 回あった場合の 4 回目以降（多数
回該当）から適用される限度額です（他の医
療保険での支給回数は、通算されません）。「外
来（個人単位）」の限度額による支給は、多数
回該当の回数に含みません。ただし、「現役並
み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外
来 + 入院（世帯単位）」の限度額に該当した
場合も、多数回該当の回数に含まれます。

※c　令和7年９月30日までは激変緩和措置とし
て、18,000円または「6,000円+（総医療費
－30,000円）×10％」のいずれか低い方を適用。総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。

＊令和８年４月１日時点のものです。
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　公金受取口座制度とは、金融機関に開設している預貯金口座について、被保険者本人名義の
口座をマイナンバーを使って国に登録することにより、その口座情報を各給付手続き等におい
て活用する制度のことです。被保険者の方がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録
し、各給付申請時に公金受取口座の利用を希望した場合、その登録した口座を振込先として指
定することができます。公金受取口座を利用する場合は、申請書への口座情報の記載や通帳の
写し等の添付が不要になります。

●高額療養費
●高額療養費（外来年間合算）
●高額介護合算療養費
●療養費（「移送費」含む）
●入院時食事療養費・生活療養費差額支給、負担割合差額支給

※所得区分は、14ページをご覧ください。

公金受取口座公金受取口座

■年間の自己負担限度額

公金受取口座の利用が可能な給付　　　

＊令和８年４月１日時点のものです。

　計算期間(原則毎年８月１日～翌年７月31日)のうち、所得区分が「一般Ⅱ」～「区分Ⅰ」
であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費の支給額を差し引いてもなお残る自己負担
額)の合計が144,000円を超えた場合、超えた分を高額療養費(外来年間合算)として払い戻し
ます。(計算期間の末日で「一般Ⅱ」～「区分Ⅰ」である方が対象です)
　給付対象となる方で、以前に月間の高額療養費や年間の高額療養費(外来年間合算)を申請
した方については、申請時の口座に支給をするため、新たな申請は必要ありません。
　ただし、計算期間中に被保険者が死亡した場合、再度の申請が必要です。
　それ以外の方には、申請のご案内と申請書をお送りしますので、届きましたら、市区町村
の窓口に申請をしてください。
　なお、計算期間中に転入などにより、他の医療保険に加入していた場合は、その医療保険
の自己負担額証明書があれば、以前加入していた分の医療費を合算できます。
＊申請に必要なものについては、15ページをご覧ください。
＊申請のご案内が届いた日の翌日から２年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。
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●被保険者番号の分かるもの（資格確認書、資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照）
●介護保険証　●振込先が確認できるもの（預金通帳等）
●被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん※（朱肉を使用するもの）
●自己負担額証明書（医療保険の変更があった場合など）
●成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
※被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん

＊高額療養費や高額介護（予防）サービス費として払い戻された額は自己負担額に含みません。
＊高額介護合算療養費は、支払った自己負担額の割合で、後期高齢者医療制度と介護保険制度、それ
　ぞれの保険者から支払います。
＊ご案内に記載の支給予定額はご案内作成時点のもので、実際の支給額と異なる場合があります。
＊申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。

※所得区分は、14ページをご覧ください。

　後期高齢者医療制度上の世帯単位で、後期高齢者医療制度の負担と介護保険の負担の両方が
発生し、その1年間の合計（計算期間：毎年8月1日～翌年7月31日）が次の高額介護合算療養
費の基準額を超えた場合、その超えた分を高額介護合算療養費として払い戻します。
　給付対象となる方には、申請のご案内と申請書をお送りします。届きましたら、市区町村の
窓口に申請をしてください（以前に申請された方も、計算期間ごとに手続きが必要です）。
　なお、次の方（★）については、正しい自己負担額を確認できず、ご案内をお送りできない
場合があるので、以前加入していた医療保険などから自己負担額証明書を入手のうえ、申請を
していただく必要があります。自己負担額が基準額以上と見込まれる場合は市区町村の窓口に
ご相談ください。

区分Ⅱ
区分Ⅰ
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●被保険者番号の分かるもの（資格確認書、資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照）
●振込先が確認できるもの（預金通帳等）
●被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん※（朱肉を使用するもの）
●成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
※被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん

●被保険者番号の分かるもの（資格確認書、資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照）
●振込先が確認できるもの（預金通帳等）
●被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん※（朱肉を使用するもの）
●成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
※被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん

＊
＊
＊

コルセットや弾性着衣等※1の治療用装具を
製作・購入したとき

※2、※3

※4

急病など、緊急その他やむを得ない事情で
マイナ保険証または資格確認書を持参でき
なかったとき

15

上記「申請に必要なもの」以外で必要なもの（共通）

※１ 弾性着衣については、疾病により、前回購入日から６カ月経過後に購入したものが支給対象になるなど、一定の条件があります。
※２ 骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。
※３ マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済む場合があります。
※４ 治療目的での渡航、日本国内で保険適用されていない治療については、対象になりません。

※3
医師の同意を得て、はり・きゅう・あん摩
マッサージ師の施術を受けたとき
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●被保険者番号の分かるもの（資格確認書、資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照）
●振込先が確認できるもの（預金通帳等）
●被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん※（朱肉を使用するもの）
●移送を必要とする医師の意見書　●移送にかかった費用の領収書（移送区間・距離などの分かるもの）
●成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
※被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん

緊急的に必要な医療(適切な保険診療)を受けるため、医師の指示により転院した場合など
で、移送にかかった費用が必要であると広域連合が認めたときは、移送にかかった費用のう
ち、審査で認めた金額を移送費として払い戻します。ただし、緊急その他やむを得ない理由※
に該当しない場合は、対象となりません。
※結核等の専門病棟に入院する場合や、緊急的に必要な医療（適切な保険診療）を受けるための診療科・設備等がない場合などが
あります。
＊自己都合（自宅近くの病院への転院など)、検査目的の移送、継続加療（リハビリなど)目的の移送、退院時の移送、通院、通常の
タクシーでの移送などは対象になりません。
＊移送にかかった費用を支払った日の翌日から２年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

※

※医療費の全額を支払った場合の申請方法等については18ページをご覧ください。
＊広域連合から施術日や施術内容等について確認をする場合がありますので、ご協力ください。
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＊令和８年３月31日時点のものです。

510円

300円

240円

190円

110円

510円
（470円※5）

240円

140円

110円

510円
（470円※5）

240円 240円

300円

190円190円

110円 110円

110



21

●入院時の領収書　●被保険者番号の分かるもの（資格確認書、資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照）　●振込先が確認できるもの（預金通帳等）
●被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん※ （朱肉を使用するもの）
●成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
※被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん

　月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、誕生日前に加入していた医療保険と
誕生日後の後期高齢者医療制度における誕生月の自己負担限度額を、本来額の
2分の1に減額します（1日生まれの方を除く）。なお、65歳～74歳で一定の障が

いの状態にあることにより認定を受けた被保険者が、月の途中から加入する場合は、75歳誕生
月の特例に該当せず、それぞれの保険で1カ月の自己負担限度額が適用になります。

＜区分Ⅱで過去12カ月以内に91日以上の入院をしている方＞
●91日以上の入院日数を証明する書類（領収書など）
●新たに被保険者になった方は、「区分Ⅱ」であったことが確認できる書類（加入していた医療保険の減額認定証の写しなど）

長期入院該当申請に必要なもの

　所得区分が「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当する方は、医療機関等の受付時に情報提供に同意する
ことで入院時の食事代等が軽減されます。ただし、長期入院該当の認定は引き続き申請が
必要となります。
　また、マイナ保険証をお持ちでない方のうち、医療機関等から所得区分の提示を求めら
れた場合は、所得区分の記載された資格確認書を交付※しますので、市区町村の窓口へ申請
をしてください。
※資格確認書の交付について、詳しくは６ページをご覧ください。

「標準負担額減額認定」（減額認定）の適用について

●被保険者番号の分かるもの（資格確認書、資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照）
●医師の証明書または、それまで加入していた医療保険の「特定疾病療養受療証」の写し
●成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し

　厚生労働大臣が指定する特定疾病の方の場合は「特定疾病療養受療証」または特定疾病区分を記
載した「資格確認書」を提示すれば、１つの医療機関での１カ月の自己負担が１万円までとなり
ます（対象となる治療を受けた分のみ。外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されま
す。所得区分は関係ありません）。

　該当する方は、市区町村の窓口に申請をしてください（原則遡及しての申請はできません）。
＊新たに神奈川県の後期高齢者医療制度に加入した方は、それまで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」
　を交付されていても、改めて申請が必要です。
＊月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、上記「75歳誕生月の特例」をご覧ください。

●人工透析が必要な慢性腎不全【区分Ａ】
●血友病【区分Ｂ】　●血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症【区分Ｃ】

対象となる疾病

※かっこ内は、資格確認書に記載した際の表記です。
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●亡くなった方の資格確認書（お手元にある場合）
●振込先が確認できるもの（預金通帳等）
●喪主以外の振込先口座を指定する場合は、喪主の印かん (朱肉を使用するもの） 
●喪主の氏名、亡くなった方の氏名および葬祭日の確認ができるもの（会葬礼状、葬儀の領収書など）

＊

　難病患者や重度の障がいのある方が、主治医の指示のもとで訪問看護を受けた場合は、被保
険者は自己負担分（１割～３割のいずれか。12ページ参照。）を訪問看護ステーションに支払い
ます（訪問看護にかかった交通費やおむつ代などの費用については、全額自己負担となります）。
　要介護状態などにあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優
先されます。ただし、難病などの場合には、後期高齢者医療制度から給付を行います。
　なお、訪問看護ステーションを利用する場合は、マイナ保険証または資格確認書の提示が必
要となります。
＊ 15ページ
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●被保険者番号の分かるもの（資格確認書、資格情報のお知らせ等）
●個人番号（マイナンバー）に関する書類（裏表紙参照）
●印かん（朱肉を使用するもの）　●交通事故証明書（警察に届け出て、交付を受けてください。）　　
●相手方の保険会社などが分かるもの　など

　後期高齢者医療制度における資格があっても、保険適用とならない場合や、制限される場合
があります。

＊労災保険などの適用となるケースで、後期高齢者医療制度のマイナ保険証または資格確認書を
　使って医療機関にかかった場合、すみやかに市区町村の窓口に届け出てください。
　また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。
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　ご自身の健康状態を定期的に確認し、生活習慣病などの早期発見とこれからの健康管理に
役立てましょう！費用は無料（一部市町村を除く）の健康診査をご活用ください。

身体健康診査

　歯周病や、噛む・飲み込む・話すなどの口腔機能の低下を予防・改善するため、歯科
健康診査を実施しています。入れ歯の方もご利用いただけます。
●歯周病予防・改善…糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞等の予防に役立ちます。
●口腔機能の管理……肺炎・認知症などの発症リスクの低減に効果的です。
　お口の健康を維持することは、全身疾患から身を守るためにも大変重要です。
健診費用は無料です。前年度満75歳に到達した方が対象です。ぜひ受診してください。

＊今年度の対象者（昭和25年４月２日生～昭和26年４月１日生）には、7月にご案内をお送りします。
　実施期間をご確認いただき、早めの受診をお願いします。

ちょっと待って！ こんなサギが急増中！！

厚労省等の職員を偽って「保険証等が不正使用されています！」

役所の職員を偽って「医療費の還付期限が迫っています！」
　役所の職員を名乗り「還付金が〇〇円戻る書類を〇月に郵送しました」、「期限が迫っている。
本日中に手続きをしてください。」などと言って、ATMでお金を振りこませたり、銀行員を装い
自宅を訪問し、キャッシュカードをだまし取る事案が発生しています。

　厚生労働省等の職員を名乗り「あなたの保険証等が医療機関で不正使用されている。」、「保険証
等が使えなくなる。」、「あなたも詐欺の嫌疑がかかっているので逮捕になる。」などと言って不安
をあおり、現金を宅配させ、だまし取る事案が発生しています。

URL
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＊すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません。また、変更を希望しても医師の治療方針などによ
り、ジェネリック医薬品への変更ができない場合があります。

＊資格確認書と一緒にお送りしているジェネリック医薬品希望カード・シールは、「ジェネリック医薬品を希望する・
相談したい」という意思表示をするものです。医療機関の窓口で提示して、ご相談ください。

＊

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）やバイオシミラー（バイオ後続品）は､新薬（先発医薬品）の特許期間が
終了したあとに製造・販売される薬です。

＜バイオシミラー（バイオ後続品）について＞
　特許期間が終了したあとに製造・販売される薬であるジェネリック医薬品と、同様の位置づけの薬として、バイオシ
ミラー（バイオ後続品）があります。先行バイオ医薬品（※）と品質・有効性等が同等／同質であることを臨床試験等によ
り検証した薬です。
※バイオ医薬品とは、細胞や微生物などの生物の力を利用してつくられる、タンパク質を有効成分とする薬。

　ご自身の健康に関心を持っていただくとともに、後期高齢者医療制度に対する理解を深めて
いただくため、保険診療で医療機関を受診した方を対象に、年２回、「医療費のお知らせ」を
お送りしています。
　お知らせには、受診年月、医療機関等名称、診療区分、診療回（日）数、保険診療で支払っ
た医療費の額などを記載しています。対象診療月中に医療機関を受診していない場合はお送り
していません。
　このお知らせは、医療費を請求したり、還付金を給付したりするものではありませんので、
受け取り後、特にご自身で手続きをしていただくことはありません。
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次のような場合には、マイナ保険証での受診ができないため、市区町村への手続き等が必要となります。
●マイナンバーカード本体の有効期限が切れている場合
　（有効期限はマイナンバーカードの取得から10回目の誕生日まで）
●マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている場合
　（有効期限はマイナンバーカードの取得から５回目の誕生日まで）
●マイナンバーカードのICチップが破損している場合

また、一部の認証方法で利用ができない場合は次のとおりです。
●マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書がロックされた場合
　（暗証番号（４桁）を３回連続で誤った場合、ロックされます。）
●マイナンバーカードの顔認証で連続10回失敗したことでロックされた場合

その他、顔認証端末の故障やネットワークエラー等の医療機関側を起因としてマイナ保険証が利用できな
いケースもあります。

4 医療機関等の窓口で、マイナ保険証での受診ができませんでした。
何か手続きが必要ですか?

自己負担割合は、いつ変更されるのですか？

自己負担割合は、毎年８月に、住民税の課税所得および収入金額に基づいて見直しを行っています。そのため、資
格確認書に記載されている有効期限内であっても変更となる場合があります。なお、記載されている自己負担割
合が変更となった場合は、新しいものをお送りいたします。
＊同一年度中に所得の更正（修正）などがあった場合は、同一年度内であっても自己負担割合が変更となる場合があります。

私は、夫の被用者保険の被扶養者です。その夫が75歳を迎えて後期高齢者医療制度の
被保険者となった場合に、何か手続きが必要となりますか？

被用者保険に加入されている被保険者の方が、その加入資格を失いますと、その方の被扶養者として被用者
保険に加入されていた方も加入資格を失いますので、国民健康保険または他の被用者保険への加入手続きが
必要となります。
＊加入の手続きは、それぞれの医療保険により異なりますので、加入を予定されている医療保険の担当窓口へ直接お問い合わせ
　ください。

資格確認書または資格情報のお知らせは、いつ、どのように交付されますか？

75歳の誕生日前日までに、郵送により交付します（加入手続きは必要ありません）。更新分についても、有
効期限内に郵送により交付します。（資格情報のお知らせは令和８年８月から交付する予定です。）
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自己負担割合が変更となっていることが考えられます。オンライン資格確認を実施している医療機関等で
は、変更前の資格確認書で受診した場合にも最新の資格情報を取得することが可能です。市区町村から変
更後の資格確認書を送付していますが、新しいものがまだお手元にない場合は、市区町村窓口へお問い合
わせください。また、マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身で最新の保険証情報を確認することができま
す。詳しくは、５ページをご覧ください。

資格確認書には自己負担割合が１割と記載されているのに、医療機関等の窓口で２割負担と
いわれました。なぜでしょうか。6

住民税の課税所得による判定では、各種所得控除の関係から、実際には収入金額が少ないにもかかわら
ず、課税所得145万円以上となり、３割負担の判定がされる場合があります。このため、課税所得による
判定のほか収入金額による判定も行っています。

7 なぜ、自己負担割合を判定するときに、収入金額を含めて判定する制度があるのですか？
課税所得だけで判定すればよいのでは？

自己負担割合は、年間の所得から各種控除を差し引いて算出する「課税所得」や、世帯員の状況で判定さ
れます。そのため、収入金額が同じでも、医療費控除などの申告をお忘れの場合や、世帯員の異動があっ
た場合は、自己負担割合が変更となることがあります。

9 収入は変わらないのに自己負担割合が変更になったのはなぜですか？

5 「オンライン資格確認」とはどのようなものですか？
どのようなメリットがあるのでしょうか？

医療機関等の窓口で、マイナ保険証または資格確認書を提示することにより、医療機関等で
直ちに資格や所得区分の確認ができるようになるものです。被保険者本人が情報提供に同意
をすることで、窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担限度額までとなります。
＊利用できる医療機関等については、厚生労働省のホームページで公表しています。

「収入金額」とは、地方税の算定に係る収入金額であり、必要経費や各種所得控除を差し引く前の金額で
す（障害年金・遺族年金などの公租公課の対象とならない収入や、退職金は除きます）。また、土地・建物
や上場株式などの譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合でも、売却額は収入金額
に含まれます。

8 収入金額とは、何を指すのですか？

被扶養者軽減は、被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方を対象に、保険料の軽減特
例措置として設けられた制度です。国民健康保険・国民健康保険組合では、一人ひとりが被保険者となり
ますので、被扶養者という考え方はありません。

国民健康保険からの移行者に、被扶養者軽減がないのはなぜですか？
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自分は後期高齢者医療制度に移ったのに、国民健康保険料（税）の請求が送られてきました。
なぜですか？

国民健康保険では、「原則、世帯主から保険料（税）を徴収すること」とされています。したがって、世帯
主が国民健康保険加入者（国保加入者）でなくても、世帯の中に国保加入者がいれば、原則、世帯主あてに
通知書や納付書が送られますが、国民健康保険料（税）は加入者の分だけで計算しています。
詳しくは、市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

11

保険料は個人単位で算定するのに、保険料の軽減は世帯主の所得も含めて世帯単位で判定
するのはなぜですか？

所得の少ない方に対する世帯単位の所得による軽減判定は、介護保険や国民健康保険と同様に、世帯全体の
経済力に基づいて判定を行うこととされており、法令で「被保険者及びその世帯の世帯主」の所得が一定額
以下の場合に適用するものと規定があります。これに基づき条例においても規定しています。

12

75歳になりましたが、保険料が年金からの天引きになるのはいつからでしょうか？

年金からの天引き開始までは時間がかかりますので、詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。
なお、条件により年金からの天引き（特別徴収）にならず、口座振替または納付書などによる納付（普通
徴収）となる場合があります。

13

75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療制度に移りました。
国民健康保険料（税）は口座振替で納めていましたが、今回納付書が送られてきました。
引き続き口座振替で納めることはできないのですか？

国民健康保険などから後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合、今まで保険料（税）を口座振替（普
通徴収）で納付していただいていても、制度の運営者が異なるため、あらためて手続きが必要となります。
詳しくは、市区町村の窓口にお問い合わせください。

14

保険料が介護保険料と合わせても、年金収入の2分の1を超えないのに、年金から天引き
にならないのはなぜですか？

年金からの天引き（特別徴収）の対象となる年金を2種類以上受給している場合、優先順位の一番高い年金
のみが対象となります。優先順位1位の年金が要件を満たさないときは特別徴収されません（優先順位につ
いては、９ページをご覧ください）。また、特別徴収の対象にならない種類の年金もありますので、詳しく
は市区町村の窓口へお問い合わせください。

15

障がいのある被保険者本人には、保険料の軽減制度はあるのでしょうか？

保険料の軽減制度はありません。障がいの有無にかかわらず、被保険者の方の所得や世帯の状況に応じて
ご負担いただきます。

16
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確定申告に使用するのですが、保険料額の納付済通知書はいつ頃届くのでしょうか？

保険料額の納付済通知書は１月頃に各市町村で送付しています。
詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。

17

給付の申請をしましたが、振り込みはいつ頃になりますか？

給付の内容により異なります。振込日は、後期高齢者医療給付支給決定通知書（ハガキ）にてお知らせいた
します。
＊参考：高額療養費の場合
初めて高額療養費に該当された方は、申請をしてから２～４カ月後に振り込みます。
振込先の登録がある方は、診療月の３～５カ月後に振り込みます。

なお、口座に入金されるタイミングは金融機関によって異なります。振込日を過ぎているのに口座に入金
されていない場合は、数日後に再度記帳するなどご確認ください。

18

「高額療養費が口座に振り込めなかった」という内容のお知らせが届いたのですが、
どのようになるのですか？

口座の解約や口座番号の誤記入などにより振り込みができなかった場合には、再度、新たな振込口座を申
請していただく必要があります。再度の振り込みには、さらに２カ月以上かかってしまいますので、口座
の内容は正確に記載していただくようお願いします。

19

給付費の振込先として、ゆうちょ銀行は指定できますか？

ご指定いただけます。
申請書にゆうちょ銀行専用の振込先記入欄がない場合は、通帳の表紙を
めくり、「銀行使用欄」に印字されている振込専用の店名・口座番号（７ケタ）
をご記入ください（記号・番号ではありません）。
振込専用の店名・口座番号が印字されていない場合には、
ゆうちょ銀行・郵便局で印字の手続きをしてください。

20
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045-894-8426　　　
（資格・給付）

045-894-8425　　　
(保険料）
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★印のある電話番号は代表番号です。　＊電話番号のかけ間違いにご注意ください。
＊県外に所在する医療機関に入院または施設に入居などしている場合、前住所地などの市区町村が引き続き後期高齢者医療制度の
　担当窓口になることがあります（住所地特例制度）。

令和８年４月発行

0465-44-4685

0465-63-4194

0467-37-5140

E-Mail：info@union.kanagawa.lg.jp URL：https://www.union.kanagawa.lg.jp/



後期高齢者医療負担区分等証明書、個人番号（マイナ
ンバー）に関する書類
保護廃止・停止通知書、個人番号（マイナンバー）に関す
る書類

資格確認書（お持ちの方）、個人番号（マイナンバー）に
関する書類
保護決定通知書、資格確認書（お持ちの方）、個人番号
（マイナンバー）に関する書類
亡くなった方の資格確認書
〔葬祭費の支給については22ページをご覧ください。〕

資格確認書（お持ちの方）、個人番号（マイナンバー）に
関する書類

資格確認書（お持ちの方）、個人番号（マイナンバー）に
関する書類

資格確認書（お持ちの方）、個人番号（マイナンバー）に
関する書類

＊マイナ保険証（マイナンバーカード）の氏名変更・紛失・破損は市区町村のマイナンバー担当課に届け出てください。

　申請書や届出書を提出する際には、次の①､②の両方の書類（有効期限内のもの）をご持参
ください。

年金証書・各種障害者手帳・医師の診断書のいずれか
1つ、個人番号（マイナンバー）に関する書類

「個人番号（マイナンバー）に関する書類」について

〈2点必要なもの〉
　資格確認書、介護保険証、国民年金手帳または基礎年
金番号通知書、官公署から発行された顔写真のない書類
で氏名と、生年月日または住所が確認できる書類など

〔申請については４ページをご覧ください。〕

〈1点でよいもの〉
マイナンバーカード、運転免許証、パス

ポート、各種障害者手帳、在留カード、官
公署から発行された顔写真つきの書類など

②本人を確認するための書類

①個人番号を確認できる書類

〈次のうち1点〉
　マイナンバーカード、通知カード（住民票と記載事項が一致しているもの）、
　住民票の写し（個人番号が記載されたもの）
※「個人番号通知書」は確認書類として使用できません。


